
41

第
２　

都
市
空
間
整
備
の

基
本
的
な
考
え
方

第Ⅱ編

第 2　都市空間整備の
　　　基本的な考え方
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緑や水などの自然環境と
利便性が調和する質の高い都市

開放された都市空間が市民の
「共有財産」となっている都市

郷土の歴史を大切にし、
新たな文化を創造する都市

清潔で美しい環境が維持され
市民がいきいきと生活する都市

安全で安心できる生活空間の中で、
市民がふれあいをもって活動する都市

緑と水の公園都市

① 2本の都市軸
②サブ都市軸的な道路
③緑と水の軸線
①活性化の拠点
②文化・教育・健康の拠点
③緑と水の拠点
①住環境整備ゾーン
②自然環境整備ゾーン
③活動環境整備ゾーン

（1）都市整備の骨格

（2）都市整備の拠点

（3）まちづくりのゾーニング

緑
と
水
の
公
園
都
市

中央都市軸： 3・ 4・17号線（三鷹通り）ほか
東西都市軸： 3・ 2・ 2号線（東八道路）ほか
中央都市軸の東側： 3・ 4・14号線（吉祥寺通り）
中央都市軸の西側： 3・ 2・ 6号線（調布保谷線）
中央都市軸の西側： 3・ 4・20号線（天文台通り）
東西都市軸の北側： 3・ 4・ 7号線（連雀通り）
基軸ルート（都市軸＋河川軸）
緑と水の散歩道
その他遊歩道・コミュニティ道路
主要生活道路
生活道路
まちづくりブロック

都
市
計
画
系

緑
と
水
系

（1）都市軸

（2）サブ都市軸的な道路

（3）緑と水の軸線

（4）生活道路網

【図表Ⅱ－1】緑と水の公園都市のイメージ

【図表Ⅱ－2】都市構造を基礎とした整備の構成

【図表Ⅱ－3】都市整備の骨格の体系

　都市構造の視点から見た三鷹市の目標とする都
市像を「緑と水の公園都市」とします。「緑と水
の公園都市」とは、「公園的な空間として都市が
存在するような、人にも環境にも優しい、快適環
境の都市」であり、【図表Ⅱ－ 1】のようなイメー

ジで構成されます。「緑と水の公園都市」を実現
するためには、環境の変化や時代の要請に的確に
対応するとともに、地域の特性を踏まえた土地利
用の誘導など、きめ細かいまちづくりを推進する
必要があります。

　「緑と水の公園都市」を実現するため、（1）都
市整備の骨格、（2）都市整備の拠点、（3）まちづ

くりのゾーニングという都市構造の 3つの視点か
ら都市空間の整備を進めます。

都市整備の骨格（軸）
　緑と水の公園都市をめざして進める都市整備の
骨格は、①中央及び東西の 2本の都市軸、②都市
軸を補助するサブ都市軸、③河川の沿道など歩行

者を中心とした緑と水の軸線の 3つで構成し、こ
うした空間が公園や広場のような、高品質な雰囲
気を持った空間となるよう取り組んでいきます。

(1)
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凡例

武蔵境駅
三鷹駅 吉祥寺駅

井の頭公園駅

三鷹台駅

神田川

仙川

野川

玉川上水

都市整備の骨格（軸）

：河川軸
：中央都市軸
：東西都市軸
：サブ都市軸

　都市整備の拠点は、①商業集積がみられ、多く
の人が集まる地域である活性化の拠点、②文化・
教育・健康に関する大型の公共施設が立地する地
域である文化・教育・健康の拠点、③「緑と水の
基本計画」（平成17年 6 月策定）において「ふれ
あいの里」として位置づけられた地域である緑と
水の拠点の 3つで構成します。
　現在では、緑と水の拠点である 3つの ｢ふれあ
いの里｣ の整備や三鷹駅前再開発も進捗するとと
もに、都市機構による団地の建替えも進められる
など、都市整備（都市づくり）の拠点施設のあり
方についても一定の見直しが必要な時期に来てい
るといえます。

　さらに、既述したように市の人口は、当面、増
加傾向が続きますが、将来的には人口減少時代が
到来することが予想されています。この人口減少
や少子高齢社会に見合った都市整備のあり方とし
て、都市施設の再配置・集約化の考え方など、今
後、提示していく必要があるといえます。都市整
備（都市づくり）の拠点の見直しを図り、総合ス
ポーツセンター等の ｢文化・教育・健康の拠点施
設｣ をはじめとした公共施設の効率的な管理や整
備・再編を進めるとともに、都市機能の集約化を
図ることなども第 3次基本計画（第 2次改定）の
計画期間における課題となっています。

①都市整備（都市づくり）の拠点の整備と見直しの検討

　施設整備については、都市整備（都市づくり）
の拠点に関する地域的・面的な見直しに加え、施
設のレベル・内容に応じた整備の体系についても、
今後のあり方を検討する必要があります。施設整
備の体系としては、①市民センターや総合体育館
のように、センター施設・拠点施設として整備を
行うもの、②児童館のように東西等のエリアで整
備を行うもの、③コミュニティ・センターのよう

にコミュニティ住区等で整備を行うもの、④地区
公会堂のように近隣住区・生活エリア等で整備を
行うものなどがあります。現在、福祉や介護サー
ビス等においても、エリア毎のサービス拠点施設
が定められていますが、市として、レベル・内容
に応じた施設整備の体系について、都市整備（都
市づくり）の拠点と同様に今後のあり方を検討す
る必要があると考えます。

②施設整備の体系のあり方の検討

都市整備（都市づくり）の拠点(2)
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①住環境保全ゾーン
②住環境改善ゾーン
③防災まちづくりゾーン
④上連雀複合整備ゾーン
⑤大規模公共住宅建設・建替えゾーン
①農・住調和形成ゾーン
②緑地保全ゾーン
③大沢スポーツ公園整備ゾーン
④ふれあいの里保全ゾーン
⑤研究・学園開放ゾーン
①文化の拠点整備ゾーン
②中心市街地活性化ゾーン
③住・商調和形成ゾーン
④沿道商業整備ゾーン
⑤近隣商業整備ゾーン
⑥住・工調和形成ゾーン
⑦広域産業整備ゾーン

（1）住環境整備ゾーン

（2）自然環境整備ゾーン

（3）活動環境整備ゾーン

ま
ち
づ
く
り
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ

武蔵境駅
三鷹駅 吉祥寺駅

市役所

井の頭公園駅

三鷹台駅

野崎東八道路沿い周辺

杏林大学・
新川団地周辺

市民センター周辺

丸池の里
大沢の里

大沢総合グラウンド周辺

牟礼の里

市立アニメーション
美術館周辺

芸術文化センター周辺

総合スポーツセンター周辺

国際基督教大学・
中近東文化センター周辺

新川交差点周辺

三鷹台駅周辺

井の頭公園駅
周辺

三鷹駅前周辺

三鷹駅前周辺地区 市民センター周辺地区 大沢の里周辺地区
三鷹台駅周辺地区 芸術文化センター周辺地区 牟礼の里周辺地区
井の頭公園駅周辺地区 市立アニメーション美術館周辺地区 丸池の里周辺地区
新川交差点周辺地区 大沢総合グラウンド周辺地区
野崎東八道路沿い周辺地区 総合スポーツセンター周辺地区
 国際基督教大学・中近東文化センター周辺地区
 杏林大学・新川団地周辺地区

活性化の拠点 文化・教育・健康の拠点 緑と水の拠点

【図表Ⅱ－4】都市づくりの拠点の体系

【図表Ⅱ－5】まちづくりのゾーニングの体系

まちづくりのゾーニングの体系
　まちづくりのゾーニングは、①住環境整備ゾー
ン、②自然環境整備ゾーン、③活動環境整備ゾー

ンという 3つの基本的な分類を基礎とし、地域特
性等を勘案した17のゾーンを設定します。

(3)
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